
地域連携推進会議の設置について
令和7年10月 集団指導 長崎県障害福祉課自立就労支援班



重要！

障害者支援施設

共同生活援助
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運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の
目（又は第三者による評価）を定期的に入れる取組を義務付ける。

ただし、令和６年度までは経過措置として、事業者の努力義務とする。

下記の施設・事業所について、令和７年度から地域連携推進会議の設置が義務化されます。



地域連携推進
会議とは
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引用：厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」



経緯
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引用：障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における改定内容」 R6.2.6



構成員
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基準上の位置付け
運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目（又
は第三者による評価）を定期的に入れる取組を義務付ける。
ただし、令和６年度までは経過措置として、事業者の努力義務とする。
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参考資料
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